
平井工業株式会社の加入指導方針

① 数次の下請負人まで適用範囲とする。

② 補償金額は死亡１０００万円以上、障害１級～１４級

１０００万円～２０万円以上

③ 未加入の場合は、発注契約をおことわりします。

※ 現場単位（工事期間中）のみの加入もできます。

法定外補償（労災上乗せ保険）についての問い合わせ先

高 木 様

電話　054-254-2677

静岡保険総合サービス㈱

法定外補償（労災上乗せ保険）について


